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Ⅴ．会計監査人に関する事項
１．会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

２．会計監査人に対する報酬等の額
区 分 報 酬 等 の 額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 24百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 24百万円

（注）１．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資
料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度におけ
る会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、
これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第１項の
同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報
酬の額を区分しておりませんので、公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額にはこれらの合計
額を記載しております。

３．非監査業務の内容
　該当事項はありません。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において
報告いたします。
　また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査
人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関
する議案の内容を決定いたします。

５．当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の子会社の計算関係書類監査の状況
　当社の重要な子会社であるABC-MART KOREA,INC.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は
監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法又は金融
商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けてお
ります。
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Ⅵ．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社取締役会は、2015年５月27日付で、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）に
ついて次のように定めております。

１．取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　コーポレートガバナンス

　当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業務執行に対する取締役
会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセスの適正・透明性を確保します。
　取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に則り、
担当職務を執行します。

②　コンプライアンス
　当社は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理
に適合した行動を実践するため、「ＡＢＣマートグループ行動規範」を指針として、これをコンプ
ライアンス体制の基盤とします。
　法令、定款はもとより、社員の行動規範及び諸社内規程に則り行動しなければならないものとし
て、それらに違反あるいは社会通念に反する行為等が行われないよう、内部監査を適宜実施するこ
ととします。店舗においては、内部監査チームが現地に赴き、店舗運営が適切に行われているか監
査・指導を行い、違反行為等が行われた場合は是正のための措置を講じます。また、再犯防止策と
して、ブロック会議や全店長会議で監査内容を報告することで、情報の共有化を図り、店舗運営の
適正化に努めるものとします。
　取締役は、これらのコンプライアンス等への取組み状況を３ヶ月に１回以上、取締役会又は経営
会議で報告することとします。
　また、当社は、「内部通報制度」を制定し、法令違反や社内規程違反、社内のハラスメント行為
や人間関係等の職場の問題に対する、相談・通報窓口を設け、問題の解決にあたることとします。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書等の法定文書のほか、取締役の職務執行に係る
情報が記載された重要な文書（電磁的記録を含む。）を、文書管理規程並びにその他の社内規程の定
めるところに従い、適切に保存し管理します。
　上記の文書等は、取締役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとします。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、コンプライアンス、商品市況、品質管理、与信審査、為替相場、金利及び株価、災害等に
係る個別リスクについては、それぞれの担当部署を定め、諸規程並びに細則に基づき、研修の実施や
マニュアルの作成・配布等必要な措置を講じて、リスク管理に努めるものとします。
　リスク発生時には、リスク管理総括責任者を置き、代表取締役社長がその任にあたることとします。
また必要な場合、リスク管理委員会を設置することとします。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、定例の取締役会を四半期に一回以上、また必要に応じて臨時で開催し、取締役会規程に定
めた重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行います。また、取締役を含めた幹部による経
営会議を毎週開催し、重要な事項についての審議を行い、代表取締役及び取締役会の迅速な意思決定
をサポートするものとします。
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５．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき、関係資料等
の提出を求めます。
　当社は、その経営成績・財務状態その他の重要な情報について報告を受けることを目的として、
四半期に一回、子会社からの決算財務報告の提出を求めます。

②　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、当社の取締役会又は経営会議において報告される、子会社の重要リスクを分析・評価す
ることによって、改善策を審議し決定します。
　当社は、子会社に、業務分掌及び職務権限に基づいて業務執行を行う体制の構築、並びに責任を
持ったリスク管理の実施を求め、担当役員は、定期的に子会社の重要リスクについて親会社に報告
する旨を、「関係会社管理規程」に定めることとします。
　子会社に重大なリスクが発生した場合は、担当役員を派遣し対応にあたらせ、必要に応じてリス
ク管理委員会を設置するものとします。

③　子会社の取締役等及び社員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、効率的な事業運営を行うため、子会社
からの月次決算の報告時において、子会社の取締役又は担当者に対し、経営環境等の変化や事業運
営の状況について、当社担当役員がヒヤリングを実施し、必要に応じてアドバイスを行い、対応策
を検討します。
　子会社は、当社グループの事業計画に参画するため、半期ごとに予算を策定し、当社の取締役会
に諮ります。
　当社と子会社間の情報の伝達や業務において、ＩＴを有効かつ適切に利用します。

④　子会社の取締役等及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、子会社の法令等の遵守に関する意識向上と問題発生の未然防止を目的とし、重要な子会
社については、一年に一度、内部統制に関する報告書の提出を義務付けます。
　また当社は、子会社の業務執行が、法令等に則って適正に行われていることを確認するため、当
社から担当者を派遣し監査するとともに、必要に応じて改善の提言を行います。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員に関する事項、当該取締役又は社員の他の取締役
からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該取締役又は社員に対する指示の実効性の確保に関
する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の社員を指定しておりませんが、監査等
委員会は、その職務の遂行に必要な場合は、内部監査部門の要員による監査業務の補助について、代
表取締役と協議することとします。
　監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員を置いた場合、当該取締役又は社員の人事異動に
ついては監査等委員会の同意を要することとします。また、監査等委員会は当該取締役又は社員に直
接指示し、報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保します。
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７．監査等委員会への報告に関する体制
①　取締役及び社員が監査等委員会に報告するための体制

　取締役及び社員は、監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告するものと
します。また、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監査等委員
会に報告するものとします。
　取締役及び社員は、監査等委員会の求めに応じて、業務及び財産の状況の調査に協力するものと
します。

②　子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告する
ための体制

　子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会から事業
の報告を求められた場合は、正当な理由があるときを除き、速やかに報告するものとします。
　子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、正当な理由があるときを除き、
当社の監査等委員会の求めに応じて、業務及び財産の状況の調査に協力するものとします。

８．監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

　監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うこ
とを禁止します。また、監査等委員会へ報告を行った者及びその内容については、厳重な情報管理体
制を整備し、報告者が不利な取扱いを受けることを防止します。

９．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の２第４項に基づく費
用の前払等の請求をしたときは、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除
き、速やかに当該費用又は債務を処理することとします。
　当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求
めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担することとします。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門及び子会社の取締役等と情報・意見交換等を行
うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図ります。
　監査等委員会は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合
を開催します。
　監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合には、弁護士又は公認会計士等の外部専門家との
連携を図ります。

（注）ここで使用している「社員」とは、会社法上の「使用人」のことであります。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
　当社は、2015年５月27日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の議決権を有する監査等委
員が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上、並びに、内部監査部門を活用した監査の実施に
よる内部統制の実効性の向上を図りました。
　当事業年度における、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、次のとお
りであります。

①　業務執行の効率性の向上に関する取組みの状況
・週一回開催される経営会議において、新店及び改装店の販売状況やブランド別の販売動向、会社全

体の業況等について報告され、これらを基とした経営課題や今後の見通し等について議論を行いま
した。

②　リスクマネジメント体制に関する運用状況
・リスク管理委員会を開催し、関係各部署の代表と多発する自然災害時の対応について議論し、従業

員の安否確認や緊急連絡の手法等、検討いたしました。

③　コンプライアンスに対する取組みの状況
・コンプライアンス経営の浸透度を確認するとともに、良き職場風土の更なる醸成を図るため、従業

員の意識調査を実施しました。
・法令違反、不正行為等の未然防止を目的として、社内ネットワークや店舗内におけるポスター掲示

等を通じて、従業員へ周知しています。
・内部監査の実施状況及びその結果について、誰もが閲覧可能な状況としたことで内部監査の透明性

を確保しております。また従業員の不正については、関係者及び担当役員へ速やかに報告できる仕
組みを構築しました。

④　監査等委員会に関する運用状況
・監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席等を通じ、取締役からの業務執行の報

告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っています。

⑤　内部監査に関する運用状況
・内部監査チームは、年間の監査計画に基づき、様々な手法を用いて内部監査を実施し、当期におい

ては、785店舗のレジ金返品調査、512店舗の取引データ調査、64店舗の実地調査を行いました。
それらの監査結果を、担当取締役及び監査等委員会に報告しています。
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連結株主資本等変動計算書

(2018年 3 月 1 日から
2019年 2 月28日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2018年３月１日残高 19,972 23,979 186,448 △2 230,399

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － △11,141 － △11,141

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － － 30,285 － 30,285

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 19,143 － 19,143

2019年２月28日残高 19,972 23,979 205,591 △2 249,542

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2018年３月１日残高 13 11,293 11,306 801 242,507

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － △11,141

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － － － － 30,285

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △4 △2,468 △2,472 136 △2,336

連結会計年度中の変動額合計 △4 △2,468 △2,472 136 16,807

2019年２月28日残高 8 8,825 8,833 938 259,315
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連　結　注　記　表

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

連結子会社の数　　　　　　　10社
主要な連結子会社の名称　　　ABC-MART KOREA,INC.

ABC-MART TAIWAN,INC.
LaCrosse Footwear,Inc.

②　非連結子会社の状況
非連結子会社の数　　　　　　８社
連結の範囲から除いた理由　　非連結子会社は、売上高、当期純損益（持分に見合う額）、総資産､及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても連結計算書
類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、連結
の範囲から除外しております。

　当連結会計年度において、非連結子会社を１社設立しております。
⑵　持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況
該当事項はありません。

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
持分法を適用していない非連結子会社の数

８社
持分法を適用していない理由　持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連
結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた
め、持分法の適用範囲から除外しております。

　当連結会計年度において、非連結子会社を１社設立しております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、ABC-MART KOREA,INC.、ABC-MART TAIWAN,INC.、LaCrosse Footwear,Inc.及
びその子会社４社の決算日は12月31日であります。
　連結計算書類の作成にあたっては、各連結子会社の決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生
じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

⑷　会計方針に関する事項
①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
時価のあるもの　　　　　　決算末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に
より算定）

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法
②　デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法

時価法
③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品及び製品　　　　　　　商品は主として総平均法による原価法
製品は主として先入先出法による原価法

仕掛品　　　　　　　　　　主として先入先出法による原価法
原材料及び貯蔵品　　　　　当社及び国内連結子会社は主として個別法による原価法

在外連結子会社は先入先出法による原価法
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④　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内　　　　　　　定率法
連結子会社　　　　　　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　７～50年
器具備品　　　　　５～10年

在外連結子会社　　　　　　定額法
無形固定資産（リース資産を除く）

定額法
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法によっております。

リース資産　　　　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しておりま
す。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

⑤　重要な引当金の計上基準
貸倒引当金

一般債権　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率に基づき、計上しており
ます。

貸倒懸念債権及び破産更生債権 債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度
の負担分を計上しております。

⑥　退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期

間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時に一括費用処理して

おります。
⑦　重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外連結子会社の資産、負債は当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は、期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定
及び非支配株主持分に含めております。

⑧　重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債務等については、振当処理の
要件を満たしている場合には振当処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　　　　　　　　デリバティブ取引（為替予約取引）
ヘッジ対象　　　　　　　　　為替の変動により、将来のキャッシュ・フローが変動するリスクのある外貨

建仕入債務等
ヘッジ方針　　　　　　　　　ヘッジ対象の損失可能性を減殺する目的で行っております。
ヘッジの有効性評価の方法　　ヘッジ対象の為替リスクが減殺されているかどうかを検証することにより､ 

ヘッジの有効性を評価しております。
⑨　のれんの償却方法及び償却期間

　のれんについては、合理的な判断のもと個別に償却期間を見積もり、当該期間に毎期均等額償却しており
ます。

⑩　消費税等の会計処理方法
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　税抜方式によっております。

３．表示方法の変更
（連結貸借対照表）

　当連結会計年度より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月
16日）を早期適用し、「繰延税金資産」は投資その他の資産の区分に、「繰延税金負債」は固定負債の区分に
表示しております。

４．連結貸借対照表の注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 25,287百万円
⑵　担保に供している資産及び担保に係る債務

担 保 に 供 し て い る 資 産 担 保 に 係 る 債 務

科 目 金 額 科 目 金 額

現金及び預金、建物及び構築物、
及び土地 938百万円

支払手形及び買掛金 722百万円

固定負債その他 149百万円

現金及び預金 79百万円
支払手形及び買掛金 231百万円

短期借入金 39百万円

　LaCrosse Footwear,Inc.の総資産13,610百万円はコミットメントライン契約の担保に供しております。

５．連結株主資本等変動計算書の注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 82,532,416株 － － 82,532,416株

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　当連結会計年度中に行った剰余金の配当

イ．2018年５月24日開催の第33回定時株主総会決議による配当に関する事項
・株式の種類　　　　　　　　　　普通株式
・配当金の総額　　　　　　　　　5,777百万円
・１株当たり配当金額　　　　　　70円00銭
・基準日　　　　　　　　　　　　2018年２月28日
・効力発生日　　　　　　　　　　2018年５月25日

ロ．2018年10月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・株式の種類　　　　　　　　　　普通株式
・配当金の総額　　　　　　　　　5,364百万円
・１株当たり配当金額　　　　　　65円00銭
・基準日　　　　　　　　　　　　2018年８月31日
・効力発生日　　　　　　　　　　2018年11月12日

②　当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当
2019年５月29日開催予定の第34回定時株主総会決議による配当に関する事項
・株式の種類　　　　　　　　　　普通株式
・配当金の総額　　　　　　　　　8,665百万円
・配当の原資　　　　　　　　　　利益剰余金
・１株当たり配当金額　　　　　　105円00銭
・基準日　　　　　　　　　　　　2019年２月28日
・効力発生日　　　　　　　　　　2019年５月30日（予定）
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６．金融商品の注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、短期的な預金を主体として資金運用を行っており、また、金融機関からの借入により資金
を調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを軽減することを目的とした為替予約取引及び通
貨オプション取引であり、投機的な取引は行っておりません。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、主に商業施設のテナント売上、クレジットカード売上に係るもので
あり、相手先の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、主に取引金融機関の株式であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されて
おります。
　関係会社株式は、時価のないものであり、これについては、当該企業の経営成績等により、減損のリスクに
晒されております。
　長期貸付金は、取引先への貸付及び店舗の賃貸借契約に伴うものであり、貸付先の信用リスクに晒されてお
ります。
　敷金保証金は、主に店舗の賃貸借契約に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、設備関係支払手形、また未払法人税等は、すべて１年以内の支払期日
であります。
　借入金のうち短期借入金は、主に商品の輸入決済に係る資金調達を目的としたものであり、長期借入金は、
主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は原則として固定金利で調達しており、金
利の変動リスクはありません。
　デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを軽減することを目的とした為替予約取引及び
通貨オプション取引であります。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等に
ついては、「２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等　⑷　会計方針に関する事項　⑧　重要
なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　売掛金のうちクレジットカード売上に係るものについては、相手先が金融機関系列の取引先であり、信用
リスクは僅少であると考えております。テナント売上に係るものについては、敷金保証金と同様に、店舗開
発部が取引先をモニタリングして、財務状態等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
　長期貸付金のうち、取引先への貸付については、四半期毎に貸付先の財務状態等をモニタリングして、財
務状態等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
　デリバティブ取引については、取引相手先を信用度の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほ
とんどないと認識しております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券及び関係会社株式については、四半期毎に時価や発行体の財務状態等を把握しております。
　デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会で決定され、取引の実行及び管理は、経理部輸入チー
ムが行っております。なお、取引残高・損益状況については取締役会に定期的に報告することとしておりま
す。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、適宜に資金繰り計画を作成・更新し、収支の状況に応じた手元流動性の維持などにより、
流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
ことにより、当該価額が変動することがあります。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2019年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

区 分 連結貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

⑴ 現 金 及 び 預 金 139,914 139,914 －

⑵ 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 10,423

貸 倒 引 当 金 △42

10,380 10,380 －

⑶ 投 資 有 価 証 券 30 30 －

⑷ 長 期 貸 付 金 （ １ 年 以 内 に
回 収 予 定 の も の を 含 む ） 1,963 1,994 31

⑸ 敷 金 保 証 金 22,581 21,537 △1,044

⑹ 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 13,877 13,877 －

⑺ 設 備 関 係 支 払 手 形 1,227 1,227 －

⑻ 短 期 借 入 金 2,189 2,189 －

⑼ 未 払 法 人 税 等 7,721 7,721 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法
⑴　現金及び預金、⑵　受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

⑶　投資有価証券
　上場株式は取引所の価格によっております。

⑷　長期貸付金
　長期貸付金の時価は、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値により算定しております。

⑸　敷金保証金
　敷金保証金の時価は、一定期間にわたり回収が予定されているものについて、満期までの期間について
期末日直近の国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。

⑹　支払手形及び買掛金、⑺　設備関係支払手形、⑻　短期借入金、⑼　未払法人税等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。
⑴　投資有価証券のうち非上場株式等（連結貸借対照表計上額15百万円）については、市場価格がなく、時

価を把握することが極めて困難と認められることから、「投資有価証券」には含めておりません。
⑵　関係会社株式については、非上場株式等（連結貸借対照表計上額2,647百万円）のため、市場価格がな

く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
⑶　敷金保証金のうち償還予定が合理的に見積もれず、時価を把握することが極めて困難と認められるもの

（連結貸借対照表計上額2,380百万円）については、「敷金保証金」には含めておりません。

－ 11 －



７．１株当たり情報の注記
⑴　１株当たり純資産額 3,130円62銭
⑵　１株当たり当期純利益 366円95銭

　なお、１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
親会社株主に帰属する当期純利益 30,285百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 30,285百万円
普通株式の期中平均株式数 82,532,023株

８．重要な後発事象の注記
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

(2018年 3 月 1 日から
2019年 2 月28日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

2018年３月１日残高 19,972 23,978 55 167,630

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － △11,141

当 期 純 利 益 － － － 27,178

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額） － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － 16,036

2019年２月28日残高 19,972 23,978 55 183,667

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2018年３月１日残高 △2 211,635 13 13 211,649

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △11,141 － － △11,141

当 期 純 利 益 － 27,178 － － 27,178

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額） － － △4 △4 △4

事業年度中の変動額合計 － 16,036 △4 △4 16,032

2019年２月28日残高 △2 227,672 8 8 227,681
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個　別　注　記　表

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．重要な会計方針

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　決算末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に
より算定）

時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法
⑵　デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法

時価法
⑶　たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品　　　　　　　　　　　　総平均法による原価法
貯蔵品　　　　　　　　　　　個別法による原価法

⑷　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016
年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　７～50年
器具備品　　５～10年

無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法によっております。

リース資産　　　　　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しておりま
す。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

⑸　引当金の計上基準
貸倒引当金

一般債権　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率に基づき、計上しており
ます。

貸倒懸念債権及び破産更生債権 債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負
担分を計上しております。
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⑹　重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債務等については、振当処理の
要件を満たしている場合には振当処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　　　　　　　　　デリバティブ取引（為替予約取引）
ヘッジ対象　　　　　　　　　　為替の変動により、将来のキャッシュ・フローが変動するリスクのある外貨

建仕入債務等
ヘッジ方針　　　　　　　　　　ヘッジ対象の損失可能性を減殺する目的で行っております。
ヘッジの有効性評価の方法　　　ヘッジ対象の為替リスクが減殺されているかどうかを検証することにより､ 

ヘッジの有効性を評価しております。
⑺　消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

３．表示方法の変更
（貸借対照表）

　当事業年度より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16
日）を早期適用し、「繰延税金資産」は投資その他の資産の区分に、「繰延税金負債」は固定負債の区分に表
示しております。

４．貸借対照表の注記
⑴　関係会社に対する

短期金銭債権 1,581百万円
短期金銭債務 408百万円
長期金銭債権 1,760百万円
長期金銭債務 470百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 17,261百万円

５．損益計算書の注記
関係会社との取引高

売上高 1,069百万円
仕入高 4,741百万円
営業費用 3,085百万円
営業取引以外の取引高 885百万円

６．株主資本等変動計算書の注記
自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首
の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数

普 通 株 式 393株 － － 393株
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７．税効果会計の注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

未払事業税 414百万円
商品評価損 424百万円
賞与引当金 269百万円
減損損失 595百万円
資産除去債務 647百万円
その他 341百万円

繰延税金資産合計 2,693百万円
（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △3百万円
繰延税金負債合計 △3百万円

繰延税金資産純額 2,689百万円

８．関連当事者との取引の注記
⑴　役員及び個人主要株主等

属 性 会 社 等 の 名 称 議決権等の
被所有割合

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)

主 要 株 主 三 木 正 浩
被所有
直接

25.90％
－ 建物等の賃借

（注）１ 191
前 払 費 用 17

敷金保証金 147

主 要 株 主 三 　 木 　 美 智 子
被所有
直接

11.49％
－ 建物等の賃借

（注）１ 165
前 払 費 用 14

敷金保証金 97

主要株主及びそ
の近親者が議決
権の過半数を所
有している会社

合 同 会 社 イ ー エ
ム・プランニング

被所有
直接

25.04％
－ 建物等の賃借

（注）１ 1,655

前 払 費 用 149

未 払 費 用 0

敷金保証金 1,471

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等
　建物等の賃借条件については、近隣の取引実勢に基づいて賃借契約により保証金額及び月割賃料を決定し

ております。なお、建物等の賃借に関する取引の一部については、形式的・名目的に信託銀行を経由して
行われております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

⑵　子会社等

属 性 会 社 等 の 名 称 議決権等の
所 有 割 合

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)

子 会 社 A B C - M A R T
K O R E A , I N C .

所有
直接

99.96％
不動産の
貸付先

建物等の賃貸
（注）１ 397 預り保証金 458

業務委託 21 － －

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等
建物等の賃貸条件については、近隣の取引実勢に基づいて賃貸契約により保証金額及び月割賃料を決定し
ております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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９．１株当たり情報の注記
⑴　１株当たり純資産額 2,758円70銭
⑵　１株当たり当期純利益 329円31銭

　なお、１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
当期純利益 27,178百万円
普通株式に係る当期純利益 27,178百万円
普通株式の期中平均株式数 82,532,023株

10．重要な後発事象の注記
　該当事項はありません。
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